
資料１

第３回 国土開発幹線自動車道建設会議

説明資料

平成１９年１２月２５日

国 土 交 通 省

審議事項１

審議事項２

東京外かく環状道路の基本計画の策定等について

市町村合併による市町村名の変更等を事由とする
路線指定政令の改正等について



審議事項 １ 東京外かく環状道路の基本計画の策定等について

［議案第１号、第２号 関係］

１．東京外かく環状道路の概要と関越～東名間の経緯
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(１)東京外かく環状道路の概要
1)東京外かく環状道路は、東京の中心から半径15ｋｍの地域を環状に結ぶ
延長約85ｋｍの幹線道路。
2)このうち、関越～東名間の16ｋｍについては、30年間の空白期間があった
が、平成13年4月に高架の計画を地下にした「計画のたたき台」を公表
して以来、地元との話し合いを続け、本年4月に都市計画変更済み。
これにより経過地や車線数等について都市計画上は既に決定。
3)一方、国の高速自動車国道としての位置付けは予定路線のまま(起終点
及び主たる経過地のみ決定)。このため、今回、基本計画策定により、
建設線の区間、主たる経過地、標準車線数、設計速度、主たる連結地等、
基本的事項を決定。

＜東京外かく環状道路の全体図＞

（２）関越～東名16kmの経緯
昭和４１年 ７月 都市計画決定
昭和４５年１０月 建設大臣の凍結宣言

（３０年間の空白）
平成１３年 ４月 計画のたたき台公表

～高架から地下構造へ～
平成１７年 ９月 ルート等の考え方公表
平成１９年 ４月 都市計画変更

東京外かく環状道路

東関東自動車道



２．東京外かく環状道路の効果

1)東京外かく環状道路は、圏央道や中央環状線とともに首都圏３環状道路を
形成。

2)首都圏の都心方向に集中する交通を適切に分散導入し、都心に起終点を持
たない交通をバイパス（東京２３区の交通のうち１４％は東京に用のない
通過交通）

3)都心部の慢性的な渋滞や沿道環境の悪化等を大幅に改善

（環状8号線や首都高速3号渋谷線、4号新宿線の交通量減少）

＜首都圏３環状道路図＞
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３．審議内容

東京外かく環状道路（関越～東名）について

1)国土開発幹線自動車道建設法に基づく「基本計画」の策定と

2)高速自動車国道法に基づく「路線指定政令」の改正を行う

基本計画と路線指定の関係

国土開発幹線自動車道建設法の基本計画の策定の後、当該区間は高速自動車
国道として取り扱いが行われる。従って、高速自動車国道法に基づく最初の手
続きとして路線の指定を併せて行う必要がある。

予定路線
１．路線名
２．起点
３．終点
４．主たる経過地

高速自動車国道法
（整備・管理を定める法律）

基本計画
第５条
１．建設線の区間
２．建設線の主たる経過地
３．標準車線数
４．設計速度
５．道路等との主たる連結地
６．建設主体

整備計画
第５条
１．経過する市町村名
２．車線数（区間毎）
３．設計速度（区間毎）
４．連結位置及び連結予定施設
５．工事に要する費用の概算額 など

国土開発幹線自動車道建設法
（計画を定める法律）

路線の指定
第４条
１．路線名
２．起点
３．終点
４．重要な経過地

基本計画と路線の指定は、
同一の国幹会議の議題

※



１）東京外かく環状道路（関越～東名）に係る基本計画の策定

＜基本計画（案）＞

①関越自動車道（練馬区～三鷹市）

②中央自動車道（三鷹市～世田谷区）

１．建設線の区間

２．建設線の主たる経過地

３．標準車線数

４．設計速度

５．道路等との主たる連結地

６．建設主体

三鷹市から東京都練馬区まで

武蔵野市 東京都杉並区

６車線

８０キロメートル／時

三鷹市付近 東京都練馬区付近

国土交通大臣又は高速道路株式会社法
第１条に規定する会社※

三鷹市から東京都世田谷区まで

調布市

６車線

８０キロメートル／時

国土交通大臣又は高速道路株式会社法
第１条に規定する会社※

※ ＩＣ、JCT名称は仮称

①関越自動車道

練馬区～三鷹市

②中央自動車道

三鷹市～世田谷区

東京外かく環状道路（関越～東名）は、①関越道～中央道間（練馬区～三鷹市）を関越自動車道、②中央道～東名間（三鷹市～世田谷区）を

中央自動車道として基本計画を策定する。

※高速道路株式会社法第１条では６社の高速道路株式会社が、高
速道路の整備と管理を担当する会社であると述べられている。

１．建設線の区間

２．建設線の主たる経過地

３．標準車線数

４．設計速度

５．建設主体

狛江市

調布市

三鷹市

武蔵野市

練馬区

杉並区

世田谷区

大泉ＪCT

中央ＪCT

東名ＪCT

高井戸ＩＣ

東京ＩＣ

中央自動車道

東名高速

関越自動車道 東京外かく環状道路N

目白通りＩＣ

青梅街道ＩＣ

東八道路ＩＣ



２）高速自動車国道法に定める「路線指定政令」の改正

①関越道～中央道 → 関越自動車道の起点を練馬区から三鷹市へ変更、
経過地に練馬区、杉並区、武蔵野市を加える。

②中央道～東名間 → 中央自動車道の起点、経過地の変更なし

改
正
案

現

行

東京外かく環状道路（関越～東名）のうち、①練馬区～三鷹市（練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市）、②三鷹市～世田谷区（三鷹市、調布市、
世田谷区）について、以下の通り路線指定政令の改正を行う。
①関越道～中央道間は現行の関越自動車道の起点を練馬区から三鷹市に変更し、重要な経過地に練馬区、杉並区、武蔵野市を加える。
②中央道～東名間については、南側に延びる区間（三鷹市、調布市、世田谷区）は枝線として扱うこととし、起点、重要な経過地の変更は要しない。
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市町村合併による市町村名の変更等を事由とする路線指定
政令の改正等について

審議事項 ２

［議案第２号、第３号、第４号 関係］

１．高速自動車国道法で定める路線指定政令の改正

（１）市町村合併によって市町村名が変更となることを事由として「路線名」「起点」
「終点」「重要な経過地」の中で記載されている市町村名を変更する

北海道横断自動車道 ほか 計２６路線

２．国土開発幹線自動車道建設法で定める基本計画及び、高速自動車国道法で定める
整備計画の変更

（１）市町村合併によって市町村名が変更となったことを事由として、基本計画、
整備計画の記載事項中の市町村名を変更するもの

１）基本計画 ： 「建設線の区間」「建設線の主たる経過地」
「道路等との主たる連結地」の変更

東北縦貫自動車道さいたま市～盛岡市 ほか
計３２区間（２３路線）

２）整備計画 ： 「経過する市町村名」「車線数」「設計速度」「連結位置及び連結
予定施設」「工事に要する費用の概算額」の変更

東北縦貫自動車道（弘前線）さいたま市～仙台市 ほか
計４５区間（２６路線）

（２）インターチェンジに接続する道路が、名称変更されたことを事由として、
整備計画の記載事項中の接続道路名を変更するもの

北海道横断自動車道（黒松内釧路線）北海道余市郡余市町～小樽市
東北縦貫自動車道（弘前線）鹿角市～青森市 計 ２区間（ ２路線）

（３）新直轄方式が導入された区間においてインターチェンジの形式が変更された
ことを事由として基本計画、整備計画の記載事項中の、道路等との主たる
連結地等を変更するもの

１）基本計画 ： 「道路等との主たる連結地」の変更
中国横断自動車道兵庫県佐用郡佐用町～鳥取市

計 １区間（ １路線）

２）整備計画 ： 「経過する市町村名」「連結位置及び連結予定施設」の変更
中国横断自動車道（姫路鳥取線）兵庫県佐用郡佐用町～美作市

計 １区間（ １路線）



資料１－参考資料

参考資料

参考１ 高速自動車国道について

（１）高速自動車国道の現状

（２）高速自動車国道の整備の流れ

参考２ 東京外かく環状道路

（１）整備効果

（２）都市計画の概要

（３）位置図（首都圏３環状道路図）

（４）位置図（全国図）

参考３ 高速自動車国道法で定める路線指定政令の改正

参考４ 国土開発幹線自動車道建設法で定める基本計画の変更

参考５ 高速自動車国道法で定める整備計画の変更



参考１（１）

（１）高速自動車国道の現状

現在、整備計画が策定された区間９，３４２ｋｍのうち、７，４８８ｋｍ
を供用しており、これは全体計画の６５％に相当する。
残る事業中区間については、高速道路株式会社が有料道路制
度を活用して整備する手法と、国が新直轄方式を活用して整備す
る手法によって、進められている。

表 計画策定状況 （平成１９年１２月２５日 現在）

予 定 路 線 延 長

（a）

１１，５２０ｋｍ

（１００％）

基本計画策定延長

（ｂ）

１０，６０７ｋｍ

（ ９２％）

整備計画策定延長

（ｃ）

９，３４２ｋｍ

（ ８１％）

供 用 延 長

（ｄ）

７，４８８ｋｍ

（ ６５％）

予定路線区間延長

（a）－（ｂ）
９１３ｋｍ

基本計画区間延長

（ｂ）－（ｃ）
１，２６５ｋｍ

事業中延長

（ｃ）－（ｄ）
１，８５４ｋｍ 注

うち会社整備区間 １，０５３ｋｍ
うち新直轄区間 ８０１ｋｍ

注



参考１（２）

 
高速自動車国道の整備の流れ

基本計画の決定 
（国土交通大臣） 

予定路線 
（ 法 定 ） 

整備計画の決定※ 
（国土交通大臣） 

都市計画決定 
環境影響評価 

国土開発幹線 
自動車道建設会議 

会長：委員の互選より選出 

委員：衆・参国会議員 

   学識経験者 

･建設線の区間 

･建設線の主たる経過地 

･標準車線数 

･設計速度 

･道路等との主たる連結地 

･建設主体 

都市計画法 
環境影響評価法 

国土開発幹線自動車道建設法 
(第５条)   〔10,607km〕 

高速自動車国道法 
(第５条)   〔 9,342km〕

道路整備特別措置法(第３条) 

国土開発幹線 
自動車道建設会議 

･経過する市町村名 

･車線数 

･設計速度 

･連結位置及び連結予定施設 

･工事に要する費用の概算額 

･その他必要な事項 

※  整備計画の決定にあたっては、あらか

じめ、関係都道府県等の意見を聴取 

高速道路株式会社による整備 新直轄方式による整備 

高速自動車国道法(第６条) 

 〔 8,520km(うち 7,467 ㎞供用済)〕  〔 822km(うち 21 ㎞供用済)〕 



東京外かく環状道路の整備効果（時間の短縮）

首都圏では、東京都心部に自動車交通が集中しています。

都心へ集中する放射道路に対し、環状道路の整備が立ち遅れて

いることが要因と考えられます。

外環が整備されると関越道－東名高速道路間が約12分で接続し、

大幅な時間短縮が可能になります。

参考２（１）-１

・

・

・

関越道～東名高速間の所要時間
（整備前） （整備後）
約40分～100分 約12分
（環状8号線） （外環）

・大幅な移動時間の短縮
・定時制の確保 が期待

外 環
約12分

環状8号線
約40分～100分



東京外かく環状道路の整備効果（交通渋滞の緩和①）

首都圏の交通問題の原因の一つは通過交通の流入です。

東京２３区の交通のうち１４％は東京に用のない通過交通です。

首都高速道路では、都心環状線を利用する自動車の６割が通過

交通となっています。

参考２（１）-２

・

・

・

資料：平成11年度道路交通センサスを基にしたシュミレーション結果

東京23区

23区内に用がある自動車
走行量 2,227万台km/日

23区内の通り抜ける自動車

走行量 927万台km/日

14％

23区内で働く自動車
走行量 3,658万台km/日



東京外かく環状道路の整備効果（交通渋滞の緩和②）

外環が整備されると、都心に用のない車がバイパスされ、都心に

集中していた交通が分散されます。

特に環状８号線や首都高速３号渋谷線、４号新宿線等を利用して

いた通過交通が外環に転換することで、これらの道路の渋滞緩和

が期待されます。

参考２（１）-３

・

・

首都高速３号渋谷線、４号新宿線の
交通量

約２割削減
首都高速３号及び４号
１８．５万台→１４．４万台

環状８号線の交通量

全体の交通量 約２割減
（６．４万台→５．０万台）

大型車の交通量 約３割減
（１．７万台→１．２万台）

通過交通 約８割減
（２．６万台→０．６万台）



東京外かく環状道路の整備効果（環境改善）

外環が整備されると、走行速度の向上及び走行量が削減され、

大気汚染の改善が期待出来ます。

参考２（１）-４

・

浮遊粒子状物質(SPM)

1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）の浮遊粒子状物質排出量が

約15～20t/年削減

ペットボトル
500m

約15～20万本のペットボトル・500mℓに相当

窒素酸化物(NOX)
1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）の窒素酸化物排出量が

約300～400t/年削減
約130～180万台のトラックに相当※

※東京都を走行する大型車に換算

1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）の二酸化炭素排出量が

約20～30万t/年削減
明治神宮の約300～400個分の植林に相当

二酸化炭素(CO2)



東京外かく環状道路の整備効果（生活道路の安全性向上）

通り抜け自動車が減少し、生活道路の安全性向上が期待できます。

参考２（１）-５

・
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出典：杉並区資料、交通事故統計年報、道路統計年報

●：主要渋滞ポイント

渋滞の激しい環状８号線（杉並区上高井戸１丁目付近）

通過交通が流入する生活道路
（杉並区富士見ケ丘駅付近）

中期計画作成にあたって出された
自治体の意見（H19.5）
生活道路に通過交通が溢れ、
日常生活に危険となっている。

（杉並区）
区内に用事のない通過交通が生活
道路に入り込んでいる状況。

（練馬区）
生活道路への通過交通の流入を
防ぐことが重要。

（調布市）



東京外かく環状道路（関越～東名）の都市計画概要

延長約１６ｋｍ（車線数：６車線）

東名JCT

中央JCT

大泉JCT

東八道路IC

青梅街道IC
目白通りIC

東
名
高
速
道
路

中
央
自
動
車
道

関
越
自
動
車
道

狛江市

世田谷区

杉並区

練馬区

武蔵野市三鷹市
調布市

JCT・ICは仮称です。

参考２（２）



位置図（首都圏三環状道路図）
参考２（３）
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路

第
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道
小

木路道

東

京
外
か く 環状道路

京
東

湾ｱ
ｸ
ｱﾗ
ｲﾝ

成田空港

久喜白岡JCT

八王子JCT

あきる野ＩＣ

つくば牛久ＩＣ

江戸崎ＩＣ

都計・アセス
手続き中

高速横浜環状南線横浜湘南道路

央 環

西久保JCT

高谷JCT

常
磐
道

海老名北JCT

海老名北IC

東京都

埼玉県
茨城県

千葉県

神奈川県

状

大栄JCT

つくば
IC

川島
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白岡
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中

H27年度

H2１年度

H21年度

H2２年度

H2４年度

H２１年度H2７年度 平成19年3月21日
開通

H2７年度

平成19年3月10日
開通H２４年度H２１年度 H２２年度 H２１年度H２４年度

H2４年度

H２０年度

H２2年度

H２５年度

H２1年度

湾

H24までに供用見込み

凡　　　例

開  通  済  区  間

H27までに供用見込み

H19年度

JCT
つくば

阿見東IC

原
厚

田

木更津東IC

桶川
JCT

H2２年度

H1９年６月23日
　　　　　　開通

藤沢ＩＣ

三郷南ＩＣ

H1９年１２月２２日
開通

東京外かく環状道路
（関越～東名）





・市町村合併によって市町村名が変更となることを事由として「路線名」「起点」「終点」「重要な経過地」の
　中で記載されている市町村名を変更する

路線NO 路　　線 変更内容

1 北海道横断自動車道
＜「路線名」、「終点」、「重要な経過地」における市町村名等の変更＞
・北海道常呂郡端野町→北見市

2 東北縦貫自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名等の変更＞
・浦和市　岩槻市→さいたま市
・黒磯市→那須塩原市
・福島県安達郡本宮町　同郡白沢村→本宮市
・古川市→大崎市
・宮城県栗原郡高清水町　同郡一迫町　同郡築館町　同郡志波姫町　同郡金成町
同郡若柳町→栗原市
・水沢市→奥州市
・岩手県二戸郡安代町→八幡平市
・青森県南津軽郡碇ヶ関村　同郡平賀町　同郡尾上町→平川市
・岩手県二戸郡浄法寺町　二戸市→二戸市
・青森県上北郡天間林村→青森県上北郡七戸町

3 東北横断自動車道

　＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・江刺市→奥州市
・岩手県和賀郡東和町→花巻市
・岩手県和賀郡湯田町→岩手県和賀郡西和賀町
・大曲市→大仙市
・秋田県河辺郡河辺町→秋田市
・福島県田村郡大越町　同郡船引町→田村市
・福島県安達郡本宮町→本宮市
・新潟県北蒲原郡安田町→阿賀野市
・新津市→新潟市

4 日本海沿岸東北自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・豊栄市→新潟市
・新潟県北蒲原郡中条町→胎内市
・山形県西田川郡温海町→鶴岡市
・秋田県由利郡象潟町→にかほ市
・本庄市→由利本庄市
・秋田県河辺郡河辺町→秋田市
・秋田県南秋田郡昭和町　同郡飯田川町→潟上市
・秋田県山本郡琴丘町→秋田県山本郡三種町
・秋田県北秋田郡鷹巣町→北秋田市
・青森県南津軽郡碇ヶ関村　同郡平賀町　同郡尾上町→平川市

5 東北中央自動車道相馬尾花沢線
＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・福島県伊達郡霊山町　同郡保原町　同郡伊達町→伊達市

6 関越自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・埼玉県入間郡大井町→ふじみ野市
・埼玉県大里郡花園町→深谷市
・新潟県南魚沼郡六日町→南魚沼市
・新潟県北魚沼郡小出町　同郡湯之谷村　同郡広神村　同郡堀之内町→魚沼市
・群馬県碓氷郡松井田町→安中市
・長野県小県郡東部町→東御市
・更埴市→千曲市
・新井市→妙高市

7 常磐自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・茨城県北相馬郡守谷町→守谷市
・茨城県筑波郡伊奈町　同郡谷和原村→つくばみらい市
・茨城県新治郡千代田町→かすみがうら市
・茨城県東茨城郡美野里町→小美玉市
・茨城県西茨城郡友部町→笠間市
・茨城県那珂郡那珂町→那珂市
・原町市→南相馬市

8 東関東自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・千葉県君津郡袖ヶ浦町→袖ヶ浦市
・千葉県印旛郡富里町→富里市
・佐原市→香取市
・茨城県行方郡潮来町→潮来市
・茨城県行方郡麻生町　同郡北浦町→行方市
・茨城県鹿島郡鉾田町→鉾田市

9 北関東自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・栃木県下都賀郡石橋町→下野市
・茨城県西茨城郡岩瀬町→桜川市
・茨城県西茨城郡友部町→笠間市

高速自動車国道法で定める路線指定政令の改正 参考３

２６路線

審議事項２関係



10 中央自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・神奈川県津久井郡相模湖町　同郡藤野町→相模原市
・山梨県北都留郡上野原町→上野原市
・山梨県南都留郡河口湖町→山梨県南都留郡富士河口湖町
・山梨県東山梨郡大和村　同郡勝沼町→甲州市
・山梨県東八代郡一宮町　同郡御坂町　同郡八代町　同郡境川村→笛吹市
・山梨県北巨摩郡双葉町→甲斐市
・山梨県北巨摩郡長坂町→北杜市
・尾西市→一宮市
・滋賀県坂田郡米原町→米原市
・八日市市→東近江市
・滋賀県甲賀郡甲西町→湖南市
・滋賀県野洲郡野洲町→野洲市
・滋賀県栗太郡栗東町→栗東市
・長野県南安曇郡豊科町→安曇野市
・更埴市→千曲市

11 第一東海自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・清水市→静岡市
・静岡県榛原郡相良町　同郡榛原町→牧之原市
・静岡県小笠郡菊川町　同郡小笠町→菊川市
・愛知県愛知郡日進町→日進市

12 東海北陸自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・尾西市→一宮市
・岐阜県郡上郡白鳥町→郡上市
・岐阜県大野郡荘川村→高山市
・岐阜県大野郡清見村→高山市
・岐阜県吉城郡河合村→飛騨市
・富山県東礪波郡城端町→南砺市

13 第二東海自動車道横浜名古屋線

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・清水市→静岡市
・静岡県磐田郡豊岡村→磐田市
・浜北市→浜松市
・豊川市　愛知県宝飯郡一宮町→豊川市

14 中部横断自動車道

＜「起点」、「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・清水市→静岡市
・山梨県中巨摩郡甲西町　同郡若草町　同郡櫛形町　同郡白根町　同郡八田村→
南アルプス市
・山梨県北巨摩郡双葉町→甲斐市
・山梨県北巨摩郡長坂町→北杜市
・長野県南佐久郡八千穂村→長野県南佐久郡佐久穂町
・長野県南佐久郡臼田町→佐久市

15 北陸自動車道

＜「終点」、「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・滋賀県坂田郡米原町→米原市
・富山県射水郡小杉町　同郡大門町→射水市
・富山県西礪波郡福光町→南砺市
・松任市→白山市
・石川県能美郡根上町→能美市
・福井県坂井郡金津町→あわら市
・福井県坂井郡丸岡町→坂井市
・武生市→越前市

16 近畿自動車道

＜「路線名」、「終点」、「重要な経過地」における市町村名等の変更＞
・愛知県西春日井郡清洲町　同郡新川町、同郡西枇杷島町→清須市
・愛知県海部郡弥富町→弥富市
・久居市→津市
・三重県多気郡勢和村→三重県多気郡多気町
・三重県鈴鹿郡関町→亀山市
・愛知県海部郡佐屋町→愛西市
・滋賀県甲賀郡土山町　同郡甲賀町　同郡甲南町　同郡信楽町→甲賀市
・滋賀県栗太郡栗東町→栗東市
・和歌山県西牟婁郡串本町→和歌山県東牟婁郡串本町
・三重県北牟婁郡紀伊長島町→三重県北牟婁郡紀北町
・兵庫県美嚢郡吉川町→三木市
・兵庫県氷上郡春日町　同郡市島町→丹波市

17 中国縦貫自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・兵庫県美嚢郡吉川町→三木市
・兵庫県加東郡滝野町→加東市
・兵庫県神崎郡香寺町　同郡夢前町　同郡安富町→姫路市
・兵庫県宍粟郡山崎町→宍粟市
・岡山県英田郡美作町　同郡作東町→美作市
・岡山県真庭郡落合町→真庭市
・岡山県上房郡北房町→真庭市
・広島県高田郡高宮町　同郡美土里町→安芸高田市
・広島県山県郡千代田町→広島県山県郡北広島町
・広島県佐伯郡吉和村→廿日市市
・山口県玖珂郡錦町→岩国市
・島根県鹿足郡六日市町→島根県鹿足郡吉賀町
・山口県都濃郡鹿野町→周南市



18 山陽自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・龍野市→たつの市
・岡山県赤磐郡熊山町　同郡山陽町→赤磐市
・岡山県浅口郡金光町　同郡鴨方町→浅口市
・徳山市→周南市
・新南陽市→周南市
・小野田市→山陽小野田市

19 中国横断自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・龍野市→たつの市
・兵庫県宍粟郡山崎町→宍粟市
・岡山県英田郡大原町→美作市
・岡山県上房郡有漢町→高梁市
・岡山県上房郡北房町→真庭市
・鳥取県真庭郡落合町→真庭市
・広島県世羅郡甲山町→広島県世羅郡世羅町
・広島県比婆郡高野町→庄原市
・島根県大原郡木次町→雲南市
・島根県八束郡宍道町→松江市
・広島県山県郡千代田町→広島県山県郡北広島町
・島根県那賀郡旭町→浜田市

20 山陰自動車道

＜「路線名」、「起点」、「重要な経過地」における市町村名等の変更＞
・鳥取県気高郡青谷町→鳥取市
・鳥取県東伯郡大栄町→鳥取県東伯郡北栄町
・島根県八束郡宍道町→松江市
・山口県大津郡三隅町→長門市
・山口県豊浦郡豊田町→下関市

21 四国縦貫自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・徳島県板野郡土成町　阿波郡市場町　同郡阿波町→阿波市
・徳島県美馬郡脇町→美馬市
・徳島県三好郡池田町→三好市
・川之江市→四国中央市
・伊予三島市→四国中央市
・愛媛県温泉郡川内町　同郡重信町→東温市

22 四国横断自動車道

＜「路線名」、「起点」、「終点」、「重要な経過地」における市町村名等の変更＞
・中村市→四万十市
・香川県大川郡引田町　同郡白鳥町　同郡大内町→東かがわ市
・香川県大川郡津田町→さぬき市
・香川県三豊郡三野町　同郡高瀬町　同郡豊中町→三豊市
・川之江市→四国中央市
・高知県香美郡土佐山田町→香美市
・高知県高岡郡窪川町→高知県高岡郡四万十町
・愛媛県南宇和郡内海村→愛媛県南宇和郡愛南町
・愛媛県東宇和郡宇和町→西予市

23 九州縦貫自動車道

「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・福岡県鞍手郡宮田町　同郡若宮町→宮若市
・福岡県宗像郡福間町→福津市
・福岡県山門郡瀬高町　同郡山川町→みやま市
・熊本県玉名郡菊水町→熊本県玉名郡和水町
・熊本県鹿本郡鹿央町→山鹿市
・熊本県菊池郡西合志町→合志市
・熊本県下益城郡松橋町　同郡小川町→宇城市
・鹿児島県姶良郡横川町　同郡溝辺町　同郡隼人町→霧島市

24 九州横断自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・佐賀県藤津郡嬉野町　同郡塩田町→嬉野市
・佐賀県小城郡小城町→小城市
・佐賀県神埼郡神埼町→神埼市
・甘木市→朝倉市
・大分県大分郡湯布院町　同郡挾間町→由布市
・熊本県上益城郡矢部町→熊本県上益城郡山都町

25 東九州自動車道

＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・福岡県京都郡豊津町→福岡県京都郡みやこ町
・福岡県築上郡椎田町→福岡県築上郡築上町
・大分県南海部郡蒲江町→佐伯市
・鹿児島県曽於郡志布志町→志布志市
・鹿児島県曽於郡大隅町　同郡財部町　同郡末吉町→曽於市
・国分市→霧島市
・鹿児島県姶良郡隼人町→霧島市

26 沖縄自動車道
＜「重要な経過地」における市町村名の変更＞
・石川市→うるま市
・具志川市→うるま市

注：本表には、東京外かく環状道路（関越～東名）に係る路線指定政令の改正の部分は含めていない。



　   中の、道路等との主たる連結地等を変更するもの

路線NO区間NO 区　　間 変更内容

1 1 北海道縦貫自動車道 函館～室蘭
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・虻田郡虻田町→虻田郡洞爺湖町

2 2 北海道横断自動車道 根室線 千歳～夕張
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・北海道勇払郡追分町→北海道勇払郡安平町

3 夕張～清水
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・北海道勇払郡穂別町→北海道勇払郡むかわ町

3 4 北海道横断自動車道 網走線 北見～端野
＜「区間」、「道路等との主たる連結地」における市町村名の
変更＞
・北海道常呂郡端野町→北見市

4 5 東北縦貫自動車道 弘前線 さいたま～盛岡

＜「主たる経過地」、「道路等との主たる連結地」における市町
村名の変更＞
・福島県安達郡本宮町→本宮市
・古川市→大崎市

5 6 日本海沿岸東北自動車道 秋田～琴丘
＜「区間」、「道路等との主たる連結地」における市町村名の
変更＞
・秋田県山本郡琴丘町→秋田県山本郡三種町

7 琴丘～大館

＜「区間」、「道路等との主たる連結地」における市町村名の
変更＞
・秋田県山本郡琴丘町→秋田県山本郡三種町
・秋田県山本郡八竜町→秋田県山本郡三種町
・秋田県山本郡二ﾂ井町→能代市

6 8 関越自動車道 上越線 藤岡～長野
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・群馬県碓氷郡松井田町→安中市

7 9 常磐自動車道 石岡～いわき
＜「主たる経過地」、「道路等との主たる連結地」における市町
村名の変更＞
・茨城県西茨城郡友部町→笠間市

8 10 東関東自動車道 水戸線 成田～潮来

＜「主たる経過地」、「道路等との主たる連結地」における市町
村名の変更＞
・佐原市→香取市
・千葉県香取郡大栄町→成田市

9 11 北関東自動車道 上三川～友部
＜「区間」、「主たる経過地」における市町村名の変更＞
・茨城県西茨城郡友部町→笠間市

12 友部～水戸
＜「区間」、「道路等との主たる連結地」における市町村名の
変更＞
・茨城県西茨城郡友部町→笠間市

10 13 中央自動車道 富士吉田線 東京～富士吉田
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・神奈川県津久井郡藤野町→相模原市

11 14 中央自動車道 西宮線 大月～韮崎
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・山梨県東八代郡中道町→甲府市

15 韮崎～小牧
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・山梨県北巨摩郡小淵沢町→北杜市

12 16 北陸自動車道 富山～米原
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・福井県坂井郡丸岡町→坂井市

13 17 近畿自動車道 名古屋大阪線 名古屋中川～亀山
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・海部郡弥富町→弥富市

14 18 近畿自動車道 名古屋神戸線 飛島～神戸
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・海部郡弥富町→弥富市

15 19 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・西牟婁郡日置川町→西牟婁郡白浜町

16 20 近畿自動車道 敦賀線 舞鶴～敦賀
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・福井県大飯郡大飯町→福井県大飯郡おおい町

17 21 中国縦貫自動車道 吹田～北広島
＜「主たる経過地」、「道路等との主たる連結地」における市町
村名の変更＞
・兵庫県加東郡滝野町　同郡東条町→加東市

18 22 山陽自動車道 姫路～廿日市
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・岡山県赤磐郡瀬戸町→岡山市
・岡山県浅口郡鴨方町→浅口市

23 岩国～山口
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・山口県玖珂郡玖珂町→岩国市

路　　線

・市町村合併によって市町村名が変更となったことを事由として、基本計画の記載事項中の市町村名を変更するもの

・新直轄方式が導入された区間においてインターチェンジの形式が変更されたことを事由として基本計画の記載事項

国土開発幹線自動車道建設法で定める基本計画の変更
参考４

３３区間（２４路線）

審議事項２関係



19 24 中国横断自動車道 姫路鳥取線 佐用～鳥取
＜「道路等との主たる連結地」におけるインターチェンジ形式
の変更に伴う市町村の変更＞
・美作市→美作市 岡山県英田郡西粟倉村

20 25 四国縦貫自動車道 美馬～池田
＜「区間」、「道路等との主たる連結地」における市町村名の
変更＞
・徳島県三好郡池田町→三好市

26 池田～四国中央
＜「区間」における市町村名の変更＞
・徳島県三好郡池田町→三好市

21 27 四国横断自動車道 須崎～窪川
＜「区間」、「道路等との主たる連結地」における市町村名の
変更＞
・高知県高岡郡窪川町→高知県高岡郡四万十町

28 窪川～四万十

＜「区間」、「道路等との主たる連結地」における市町村名の
変更＞
・高知県高岡郡窪川町→高知県高岡郡四万十町
・高知県幡多郡佐賀町　同郡大方町→高知県幡多郡黒潮町

22 29 九州縦貫自動車道 福岡～熊本

＜「主たる経過地」、「道路等との主たる連結地」における市町
村名の変更＞
・福岡県山門郡瀬高町→みやま市
・熊本県玉名郡菊水町→熊本県玉名郡和水町

23 30 九州横断自動車道 大村～日田

＜「主たる経過地」、「道路等との主たる経過地」における市町
村名の変更＞
・佐賀県神埼郡神崎町→神埼市
・甘木市 福岡県朝倉郡朝倉町　同郡杷木町→朝倉市

24 31 東九州自動車道 北九州～豊津
＜「区間」、「道路等との主たる経過地」における市町村名の
変更＞
・福岡県京都郡豊津町→福岡県京都郡みやこ町

32 豊津～築上
＜「区間」における市町村名の変更＞
・福岡県京都郡豊津町→福岡県京都郡みやこ町

33 佐伯～延岡
＜「道路等との主たる連結地」における市町村名の変更＞
・宮崎県東臼杵郡北川町→延岡市



・市町村合併によって市町村名が変更となったことを事由として、整備計画の記載事項中の市町村名を変更するもの

・インターチェンジに接続する道路が、名称変更されたことを事由として、整備計画の記載事項中の接続道路名を変更

　するもの

・新直轄方式が導入された区間においてインターチェンジの形式が変更されたことを事由として整備計画の記載事項

  中の、道路等との主たる連結地等を変更するもの

路線NO区間NO 路　　線 区　　間 変更内容

1 1 北海道縦貫自動車道 函館名寄線 長万部～虻田
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・虻田郡虻田町→虻田郡洞爺湖町

2 虻田～登別
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・虻田郡虻田町→虻田郡洞爺湖町

3 北広島～岩見沢
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・空知郡栗沢町→岩見沢市

4 士別～名寄
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・上川郡風連町→名寄市

2 5 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 余市～小樽
＜「連結位置及び連結予定施設」における道路名称の変更＞
・道道小樽環状線→道道小樽西インター線

6 千歳～夕張
＜「経過する市町村名」、「設計速度」、「連結位置及び連結予
定施設」における市町村名の変更＞
・勇払郡追分町→勇払郡安平町

7 夕張～清水
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・勇払郡穂別町→勇払郡むかわ町

3 8 東北縦貫自動車道 弘前線 さいたま～仙台

＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・河内郡上河内町→宇都宮市
・安達郡本宮町→本宮市

9 仙台～盛岡
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・志田郡三本木町 古川市→大崎市

10 鹿角～青森
＜「連結位置及び連結予定施設」における道路名称の変更＞
・一般国道７号→県道浪岡藤崎線

4 11 東北横断自動車道 いわき新潟線 郡山～猪苗代
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・安達郡本宮町→本宮市

5 12 日本海沿岸東北自動車道 潟上～琴丘
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更
・山本郡琴丘町→山本郡三種町

6 13 関越自動車道 上越線 藤岡～佐久
＜「経過する市町村名」、「設計速度」、「連結位置及び連結予
定施設」における市町村名の変更＞
・碓氷郡松井田町→安中市

7 14 常磐自動車道 三郷～かすみがうら
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・筑波郡谷和原村　同郡伊奈町→つくばみらい市

15 かすみがうら～日立

＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・東茨城郡美野里町→小美玉市
・西茨城郡岩間町 同郡友部町→笠間市

8 16 東関東自動車道 水戸線 成田～潮来

＜「経過する市町村名」、「設計速度」、「連結位置及び連結予
定施設」における市町村名の変更＞
・香取郡大栄町→成田市
・佐原市→香取市

9 17 北関東自動車道 上三川～友部
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・西茨城郡友部町→笠間市

18 友部～水戸
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設の変
更」における市町村名の変更＞
・西茨城郡友部町→笠間市

10 19 中央自動車道 富士吉田線
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・津久井郡藤野町→相模原市

11 20 中央自動車道 西宮線 甲州～韮崎
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・東八代郡中道町→甲府市

21 韮崎～小牧
＜経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」におけ
る市町村名の変更＞
・北巨摩郡小淵沢町→北杜市

22 小牧～吹田
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・養老郡上石津町→大垣市

12 23 第一東海自動車道
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・庵原郡蒲原町→静岡市
・宝飯郡音羽町→豊川市

13 24 第二東海自動車道 長泉～東海
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・宝飯郡音羽町→豊川市

高速自動車国道法で定める整備計画の変更
参考５

４８区間（２７路線）

審議事項２関係



14 25 北陸自動車道 富山～越前
＜「経過する市町村名」、「設計速度」、「連結位置及び連結予
定施設」における市町村名の変更＞
・坂井郡丸岡町→坂井市

15 26 近畿自動車道 名古屋関線 名古屋中川～亀山
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・海部郡弥富町→弥富市

16 27 近畿自動車道 名古屋神戸線 飛島～四日市
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・海部郡弥富町→弥富市

17 28 近畿自動車道 松原那智勝浦 白浜～すさみ
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・西牟婁郡日置川町→西牟婁郡白浜町

18 29 近畿自動車道 敦賀線 舞鶴～大飯
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・大飯郡大飯町→大飯郡おおい町

30 大飯～敦賀
＜「経過する市町村名」、「工事に要する費用の概算額」にお
ける市町村名の変更＞
・大飯郡大飯町→大飯郡おおい町

19 31 中国縦貫自動車道 吹田～真庭

＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」、「施
行主体」における市町村名の変更＞
・加東郡東条町　同郡社町　同郡滝野町→加東市
・神崎郡香寺町 飾磨郡夢前町　穴粟郡安富町→姫路市

32 北広島～周南
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・玖珂郡錦町→岩国市

20 33 山陽自動車道 吹田山口線 姫路～備前
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・飾磨郡夢前町→姫路市

34 備前～岡山
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・赤磐郡瀬戸町→岡山市

35 倉敷～福山
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・浅口郡金光町 同郡鴨方町→浅口市

36 岩国～玖珂
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・玖珂郡玖珂町→岩国市

37 玖珂～周南
＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・玖珂郡玖珂町 同郡周東町→岩国市

21 38 中国横断自動車道 姫路鳥取線 佐用～美作

＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
けるインターチェンジの形式の変更に伴う市町村及び接続道
路の変更＞
・美作市→美作市　英田郡西粟倉村

22 39 四国縦貫自動車道 美馬～四国中央

＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更＞
・三好郡三野町　同郡井川町　同郡池田町→三好市
・三好郡三好町→三好郡東みよし町

23 40 四国横断自動車道 阿南中村線 高松～善通寺
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・綾歌郡綾南町→綾歌郡綾川町

41 大豊～南国
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更＞
・香美郡土佐山田町→香美市

24 42 九州縦貫自動車道 鹿児島線宮崎線 福岡～熊本

＜経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」におけ
る市町村名の変更
・山門郡瀬高町　同郡山川町　三池郡高田町→みやま市
・玉名郡菊水町→玉名郡和水町

25 43 九州横断自動車道 長崎大分線 嬉野～武雄
＜「経過する市町村名」における市町村名の変更
・杵島郡北方町→武雄市

44 武雄～鳥栖

＜「経過する市町村名」、「連結位置及び連結予定施設」にお
ける市町村名の変更
・杵島郡北方町→武雄市
・神埼郡神埼町→神埼市
・神埼郡東脊振村→神埼郡吉野ヶ里町

45 鳥栖～日田
＜「経過する市町村名」、「設計速度」、「連結位置及び連結予
定施設」における市町村名の変更＞
・甘木市 朝倉郡朝倉町　同郡杷木町→朝倉市

26 46 東九州自動車道 北九州～豊津
＜「経過する市町村」、「車線数」、「連結位置及び連結予定施
設」における市町村の変更＞
・京都郡豊津町→京都郡みやこ町

47 佐伯～北川
＜「経過する市町村」における市町村名の変更＞
・東臼杵郡北川町→延岡市

27 48 第一東海自動車道 豊川～岡崎
＜「連結位置及び連結予定施設」における市町村名の変更＞
・宝飯郡音羽町→豊川市

美作市　一般国道４２９号

岡山県英田郡
西粟倉村

一般国道３７３号

・美作市及び岡山県
　　 英田郡西粟倉村

→

→ 一般国道３７３号及び
　　　　一般国道４２９号



参考３、４、５ 補足

路線指定政令 基本計画 整備計画の定める事項

（１）路線指定政令

①路線名

②起点

③終点

④重要な経過地

（２）基本計画

①建設線の区間

②建設線の主たる経過地

③標準車線数

④設計速度

⑤道路等との主たる連結地

⑥建設主体

（３）整備計画

①経過する市町村名

②車線数（区間ごと）

③設計速度（区間ごと）

④連結位置及び連結予定施設

⑤工事に要する費用の概算額

⑥その他必要な事項
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